
　社会福祉法 

 

　　 第２章　地方社会福祉審議会 

 

（地方社会福祉審議会）  

第７条　社会福祉に関する事項（児童福祉及び精神障害者福祉に関する事

項を除く。）を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項 の指定都市（以下「指定

都市」という。）及び同法第２５２条の２２第１項 の中核市（以下「中

核市」という。）に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関（以

下「地方社会福祉審議会」という。）を置くものとする。  

２　地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の

長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するも

のとする。  

 

（委員）  

第８条　地方社会福祉審議会の委員は、都道府県又は指定都市若しくは中

核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者の

うちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。 

 

（臨時委員）  

第９条　特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉

審議会に臨時委員を置くことができる。  

２　地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中

核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者の

うちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。 

 

（委員長）  

第10条　地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員

長は、会務を総理する。  

 

（専門分科会）  

第11条　地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調

査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関す
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る事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。  

２　地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、

必要に応じ、老人福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができ

る。 

 

（地方社会福祉審議会に関する特例）  

第12条　第７条第１項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しく

は中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福

祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。 

２　前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査

審議させる場合においては、前条第一項中「置く」とあるのは、「、児

童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」

とする。  

 

（政令への委任）  

第13条　この法律で定めるもののほか、地方社会福祉審議会に関し必要な

事項は、政令で定める。 
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　社会福祉法施行令 

 

（民生委員審査専門分科会）  

第２条　民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指

定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議

会（法第７条第１項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。）

の委員のうちから、委員長が指名する。  

２　民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は

政治的目的のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前

項の規定による指名を取り消すことができる。  

３　民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会

の決議とする。  

 

（審査部会）  

第３条　地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調

査審議のため、身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとす

る。  

２　審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、身体障害者福祉専門分科会

に属する医師たる委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。  

３　地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度に関して諮問を受けた

ときは、審査部会の決議をもつて地方社会福祉審議会の決議とすること

ができる。  
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　宮城県社会福祉審議会条例 

 

　（設置） 

第１条　社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）第

　７条第１項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として，宮城県

　社会福祉審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 

　（調査審議事項の特例） 

第２条　審議会は、法第十二条第一項の規定により、児童福祉に関する事

　項を調査審議する。 

 

　（組織等） 

第３条　審議会は、委員二十五人以内で組織する。 

２　委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

　残任期間とする。 

３　委員は、再任されることができる。 

 

　（副委員長） 

第４条　審議会に，副委員長を置き，法第１０条の委員長（以下「委員長」

　という。）の指名によって定める。 

２　副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長

　が欠けたときは，その職務を代理する。 

 

　（会議） 

第５条　審議会の会議は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。 

２　委員長は，委員の４分の１以上が審議すべき事項を示して招集を請求

　したときは，審議会の会議を招集しなければならない。 

３　審議会の会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができな

　い。 

４　審議会の議事は，出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは，

　議長の決するところによる。 

５　法第９条第１項の臨時委員（以下「臨時委員」という。）は，当該臨

　時委員が調査審議する特別の事項について会議を開き，議事を決する場

　合には，前２項の規定の適用については，委員とみなす。 
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　（専門分科会） 

第６条　法第１１条第１項に定めるもののほか，審議会に次の各号に掲げ

　る専門分科会を置き，それぞれ当該各号に定める事項を調査審議するも

　のとする。 

（１）児童福祉専門分科会　母子保健並びに児童，母子家庭及び父子家庭

　　並びに寡婦の福祉に関する事項 

（２）老人福祉専門分科会　老人の福祉に関する事項 

２　法第１１条第１項の身体障害者福祉専門分科会及び前項各号の専門分

　科会に属すべき委員及び臨時委員は，委員長の指名によって定める。 

 

　（部会） 

第７条　社会福祉法施行令（昭和３３年政令第１８５号。以下「政令」と

　いう。）第３条第１項の審査部会のほか，審議会は，その定めるところ

　により，専門事項を調査審議するため，身体障害者福祉専門分科会及び

　児童福祉専門分科会に部会を置くことができる。 

２　前項の部会に属すべき委員及び臨時委員は，それぞれ身体障害者福祉

　専門分科会又は児童福祉専門分科会に属する委員及び臨時委員のうちか

　ら，委員長の指名によって定める。 

 

　（専門分科会等の会長及び副会長） 

第８条　法第１１条第１項の民生委員審査専門分科会及び身体障害者福祉

　専門分科会，第５条第１項各号の専門分科会，政令第３条第１項の審査

　部会並びに前条第１項の部会（以下「専門分科会等」と総称する。）に，

　会長及び副会長を置き，会長はその専門分科会等に属する委員及び臨時

　委員の互選によって，副会長はその専門分科会等に属する委員又は臨時

　委員のうちから会長の指名によって定める。 

２　会長は，その専門分科会等の事務を掌理する。 

３　副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けた

　ときは，その職務を代理する。 

 

　（専門分科会等の会議） 

第９条　専門分科会等の会議は，委員長が招集し，専門分科会等の会長が

　その議長となる。 

２　専門分科会等の会議は，専門分科会等に属する委員の半数以上が出席
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　しなければ開くことができない。 

３　専門分科会等の会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同

　数のときは，議長の決するところによる。 

４　臨時委員は，当該臨時委員が調査審議する特別の事項について会議を

　開き，議事を決する場合には，前２項の規定の適用については，委員と

　みなす。 

 

　（決議） 

第１０条　政令第２条第３項及び第３条第３項に定めるほか，専門分科会

　等の決議は，これをもって審議会の決議とする。ただし，委員長が重要

　と認める事項については，この限りでない。　 

 

　（委任） 

第１１条　この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項

　は，委員長が審議会に諮って定める。 
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宮城県社会福祉審議会運営要綱 

 

 　（趣旨）

第１条　宮城県社会福祉審議会（以下「審議会」という。）の組織、運営等について必要

　な事項は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）、社会福祉法施行令（昭和３３年政

　令第１８５号）及び社会福祉審議会条例（平成１２年宮城県条例第４７号。以下「条例」

　という。）に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 　（臨時委員の名称）

 第２条　条例第５条第５項の臨時委員は、専門委員と称する。

 　（専門分科会）

第３条　条例第７条に定める部会として、身体障害者福祉専門分科会に、自立支援医療（更

　生医療に限る。）を担当する医療機関の指定及びその取消しに関する事項を調査審議す

 　るため、自立支援医療機関指定部会を置く。

２　児童福祉専門分科会に、次の各号に掲げる部会を置き、それぞれ別表に定める事項を

 　調査審議するものとする。

 （１）　育成部会

 （２）　母子父子養護部会

 （３）　保健部会

 （４）　児童措置部会

 （５）　保育所設置認可部会

 （６）　認可外保育施設等における死亡事故等検証部会

 　（幹事）

 第４条　審議会に、幹事若干名を置く。

 ２　幹事は、県の職員のうちから知事が任命する。

 ３　幹事は、委員長の命を受け、審議会の事務を処理する。

 　（庶務）

 第５条　審議会の庶務は、保健福祉部保健福祉総務課において処理する。　

 

 　　　附　則

 　この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。
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 　　　附　則

 　この要綱は、平成１５年５月７日から施行する。

 

 　　　附　則

 　この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

 

 　　　附　則

 　この要綱は、平成１８年５月１５日から施行する。

 

 　　　附　則

 　この要綱は、平成２０年５月３０日から施行する。

 

 　　　附　則

　この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。ただし、第１条の次に１条を加える

 改正規定は、平成２７年４月１日から施行する。

 

　　附　則 

　この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 　　附　則

   この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

 

 附　則

 　この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

 

 

 

 

8



 

 別表（第３条第２項関係）

 

 １　育成部会

　（１）　芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、又はそれらを制作し、興行し、若し

 　　　　くは販売する者等に対する勧告

　（２）　青少年健全育成条例（昭和３５年宮城県条例第１３号）の施行に係る次に掲げ

 　　　　る事項

 　　　イ　有害興行の指定及び取消（第１７条第１項及び同条第６項）

       ロ　有害図書類の指定及び取消（第１８条第１項及び同条第６項）

 　　　ハ　有害特定がん具等の指定及び取消（第１９条第１項及び同条第４項）

       ニ　広告物の内容の変更及び撤去（第２０条第２項）

 ２　母子父子養護部会

　（１）児童福祉施設（心身障害児関係施設を除く。）の事業停止及び施設の閉鎖命令 

 　（２）里親認定、保護受託者（職親）認定

 　（３）母子福祉資金貸付金の償還免除及び貸付停止

 　（４）父子福祉資金貸付金の償還免除及び貸付停止

 　（５）寡婦福祉資金の貸付停止、一時償還請求及び償還免除

　（６）父母のいない児童等の身元保証に係る身元保証契約解除、同契約に基づく損害　

 　　　賠償及び使用者に損害賠償をしたときの被保証者に対する求償免除

 ３　保健部会

 　　母子保健に関すること

 ４　児童措置部会

　（１）　児童に施設入所等の措置の決定及び解除（児童若しくはその保護者の意見が当

　　　　該措置と一致しないとき、又は都道府県知事が必要と認めるときに限る。） 

  （２）　虐待による児童の死亡事例等の事実の把握、発生原因の分析等及び必要な再発

 　　　　防止策の検討

（３）　児童による意見表明及び関係機関の申立て（児童相談所の措置等に対する不

服、施設（里親及び一時保護所含む）入所中における生活上の不満・問題、在宅
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指導中における児童相談所への支援に対する不満・問題に限る。） 

５　保育所設置認可部会 

　　保育所の設置認可に関すること 

 ６　認可外保育施設等における死亡事故等検証部会

    認可外保育施設及び認可外の居宅訪問型保育事業における死亡事故等の事実関係の把

 　握、発生原因の分析及び必要な再発防止策等の検討
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老
人
福
祉
専
門
分
科
会

老
人
の
福
祉
に
関
す
る
事
項

（長
寿
社
会
政
策
課
）

【社
会
福
祉
審
議
会
条
例
第
6
条
第
1
項
第
2号
】

認
可
外
保
育
施
設
及
び
認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に
お
け
る
死
亡
事
故
等

の
事
実
関
係
の
把
握
、
発
生
原
因
の
分
析
及
び
必
要
な
再
発
防
止
策
等
の
検
討

認
可
外
保
育
施
設
等
に
お
け
る

死
亡
事
故
等
検
証
部
会

里
親
・職
親
の
認
定
、
母
子
・父
子
福
祉
資
金
貸
付
金
の
貸
付
停
止
及
び
償
還
免
除
、

身
元
保
証
契
約
解
除

児
童
の
施
設
入
所
等
の
措
置
決
定
・解
除
、
虐
待
に
よ
る
児
童
の
死
亡
事
例
に
関
す

る
事
項
、
児
童
に
よ
る
意
見
表
明
及
び
関
係
機
関
の
申
立
て

宮
城
県
社
会
福
祉
審
議
会
に
つ
い
て

児
童
福
祉
専
門
分
科
会

【社
会
福
祉
審
議
会
条
例
第
6
条
第

1項
第
1
号
】

民
生
委
員
審
査
専
門
分
科
会

【社
会
福
祉
法
第
1
1
条
第
1
項
】

（
社
会
福
祉
課
）

身
体
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会

【
社
会
福
祉
法
第
11
条
第
1項
】

審
査
部
会

（障
害
福
祉
課
）

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
15
条
第
1項
に
よ
る
医
師
の
指
定

身
体
障
害
者
福
祉
法
別
表
に
よ
る
障
害
程
度
の
認
定

【社
会
福
祉
施
行
令
第
3条
】

児
童
の
健
全
育
成
に
関
す
る
事
項

【社
会
福
祉
審
議
会
条
例
第
7条
第
1項
、
審
議
会
運
営
要
綱
第
3条
第
2項
第
1号
】

有
害
図
書
・有
害
興
行
の
指
定
等
、
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
項

障
害
者
自
立
支
援
法
第
54
条
第
2項
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
指
定
及

び
取
消
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【委
員

】
民

生
委

員
老

人
身

体
障

害
者

　
児

　
　

童

審
査

専
門

福
祉

専
門

福
祉

専
門

審
査

自
立

福
祉

専
門

育
成

養
護

保
健

児
 童

保
育

所
認

可
外

分
科

会
分

科
会

分
科

会
部

会
部

会
分

科
会

部
会

部
会

部
会

部
会

部
会

部
会

1
足

立
　

智
昭

宮
城

学
院

女
子

大
学

名
誉

教
授

○
△

△

2
阿

部
　

重
樹

学
校

法
人

東
北

学
院

　
常

任
理

事
（
総

務
担

当
）

　
　

○

3
伊

藤
　

吉
隆

宮
城

県
社

会
福

祉
協

議
会

副
会

長
兼

専
務

理
事

○

4
小

川
　

喜
美

子
宮

城
県

民
生

委
員

児
童

委
員

協
議

会
副

会
長

○
　

　

5
奥

村
　

秀
定

宮
城

県
医

師
会

副
会

長
　

虹
の

丘
小

児
科

内
科

ク
リ

ニ
ッ

ク
院

長
○

△
△

6
加

茂
　

雅
行

宮
城

県
薬

剤
師

会
副

会
長

○
△

7
川

村
　

米
子

宮
城

県
民

生
委

員
児

童
委

員
協

議
会

副
会

長
○

　
　

8
木

村
　

伸
裕

宮
城

県
老

人
福

祉
施

設
協

議
会

会
長

○

9
熊

谷
　

盛
廣

宮
城

県
市

長
会

副
会

長
（
登

米
市

長
）

○

1
0

坂
口

　
真

理
子

仙
台

弁
護

士
会

会
員

○
△

△
△

△

1
1

佐
々

木
　

喜
藏

宮
城

県
議

会
議

員
○

1
2

佐
々

木
　

賢
司

宮
城

県
議

会
議

員
○

1
3

塩
野

　
悦

子
宮

城
県

助
産

師
会

会
長

○
△

1
4

雫
石

　
理

枝
宮

城
県

介
護

福
祉

士
会

代
表

理
事

兼
会

長
○

　

1
5

菅
原

　
和

子
宮

城
県

民
生

委
員

児
童

委
員

協
議

会
理

事
○

○

1
6

高
橋

　
栄

德
宮

城
県

民
生

委
員

児
童

委
員

協
議

会
会

長
○

1
7

髙
橋

　
誠

一
東

北
福

祉
大

学
教

授
○

1
8

寺
澤

　
薫

宮
城

県
町

村
会

副
会

長
（
七

ヶ
浜

町
長

）
○

1
9

土
井

　
賢

亮
宮

城
県

民
生

委
員

児
童

委
員

協
議

会
副

会
長

○
○

△

2
0

原
田

　
時

子
認

知
症

の
人

と
家

族
の

会
宮

城
県

支
部

世
話

人
○

2
1

卜
蔵

　
康

行
宮

城
県

な
ご

み
の

会
会

長
○

△

2
2

細
谷

　
仁

憲
宮

城
県

歯
科

医
師

会
会

長
○

△

2
3

本
郷

　
道

夫
公

立
黒

川
病

院
名

誉
院

長
○

2
4

三
浦

　
主

博
仙

台
白

百
合

女
子

大
学

教
授

○
△

△

2
5

水
尻

　
強

志
宮

城
厚

生
協

会
長

町
病

院
院

長
○

△
△

7
1
0

3
1

3
7

2
2

2
2

2
3

備
考

宮
城

県
社

会
福

祉
審

議
会

　
分

科
会

・
部

会
所

属
（
案

）
R

6
.4

.1
現

在
　

（
5
0
音

順
・
敬

称
略

）
　

　

№
氏

　
　

名
現

　
職

　
・
　

職
　

名
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宮
城

県
社

会
福

祉
審

議
会

　
分

科
会

・
部

会
所

属
（
案

）
【
専

門
委

員
】

民
生

委
員

老
人

身
体

障
害

者
　

児
　

　
童

審
査

専
門

福
祉

専
門

福
祉

専
門

審
査

自
立

福
祉

専
門

育
成

養
護

保
健

児
 童

保
育

所
認

可
外

分
科

会
分

科
会

分
科

会
部

会
部

会
分

科
会

部
会

部
会

部
会

部
会

部
会

部
会

1
伊

藤
　

修
東

北
医

科
薬

科
大

学
教

授
○

△
△

2
浦

江
　

淳
医

療
法

人
宏

人
会

木
町

病
院

副
院

長
兼

腎
臓

内
科

医
長

兼
検

査
部

長
○

△
△

3
大

坂
　

純
東

北
こ

ど
も

福
祉

専
門

学
院

副
学

院
長

○
△

△

4
鹿

野
　

明
美

宮
城

県
民

生
委

員
児

童
委

員
協

議
会

理
事

○
△

5
狩

野
　

茂
之

か
の

耳
鼻

咽
喉

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

院
長

○
△

△

6
菊

地
　

紗
耶

東
北

大
学

病
院

精
神

科
講

師
○

△
△

7
菊

池
　

陽
子

宮
城

県
臨

床
心

理
士

会
会

員
○

△
△

8
熊

谷
　

紀
一

郎
東

北
大

学
病

院
心

臓
血

管
外

科
准

教
授

○
△

△

9
黒

澤
　

一
東

北
大

学
大

学
院

医
学

系
研

究
科

産
業

医
学

分
野

教
授

○
△

△

1
0

小
泉

　
沢

地
方

独
立

行
政

法
人

宮
城

県
立

こ
ど

も
病

院
　

集
中

治
療

科
長

○
△

1
1

佐
竹

　
孝

喜
宮

城
県

民
生

委
員

児
童

委
員

協
議

会
理

事
　

○
△

1
2

佐
藤

　
眞

紀
子

一
般

社
団

法
人

宮
城

県
子

ど
も

会
育

成
連

合
会

会
長

○
△

1
3

佐
藤

　
由

実
子

宮
城

県
保

健
師

連
絡

協
議

会
会

員
○

△

1
4

佐
野

　
博

高
仙

台
市

立
病

院
医

療
技

術
部

長
兼

整
形

外
科

部
長

○
△

△

1
5

重
原

　
達

也
社

会
福

祉
法

人
希

望
園

田
子

希
望

園
園

長
○

△

1
6

清
水

　
冬

樹
東

北
福

祉
大

学
総

合
福

祉
学

部
社

会
福

祉
学

科
准

教
授

○
△

△

1
7

高
橋

　
賢

一
東

北
労

災
病

院
大

腸
肛

門
外

科
部

長
兼

炎
症

性
腸

疾
患

セ
ン

タ
ー

長
○

△
△

1
8

中
鉢

　
義

德
一

般
社

団
法

人
宮

城
県

保
育

協
議

会
代

表
理

事
○

△

1
9

照
井

　
貴

広
宮

城
県

書
店

商
業

組
合

理
事

○
△

2
0

野
呂

　
充

独
立

行
政

法
人

国
立

病
院

機
構

仙
台

医
療

セ
ン

タ
ー

総
合

感
覚

器
科

部
長

○
△

△

2
1

坂
東

　
志

乃
公

立
大

学
法

人
宮

城
大

学
看

護
学

部
地

域
看

護
学

領
域

講
師

○
△

2
2

村
上

　
晃

嗣
社

会
福

祉
法

人
玉

川
保

育
園

園
長

○
△

2
3

山
田

　
せ

つ
子

白
石

市
教

育
部

こ
ど

も
未

来
課

課
長

○
△

0
0

8
8

8
1
5

5
3

3
3

3
2

※
　

○
は

分
科

会
，

△
は

部
会

の
所

属
を

示
す

。

（
委

員
＋

専
門

委
員

）
7

1
0

1
1

9
1
1

2
2

7
5

5
5

5
5

現
　

職
　

・
　

職
　

名

R
6
.4

.1
現

在
　

（
5
0
音

順
・
敬

称
略

）
　

　

№
氏

　
　

名
備

考
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